


■募集型企画旅行契約
⑴この旅行は、株式会社ＨＢＣビジョン（以下「当社」という）が企画・募集し実施
する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と企画旅行契約(以下
「旅行契約」という)を締結することになります。
⑵ 契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されて
いる条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（以下｢最終日程表｣と
いう）及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」（以下「募集型企画旅
行約款」という）によります。
■旅行の申し込み
⑴ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき原則旅行代金の20％
相当額以内の申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料、
違約料のそれぞれの一部として取り扱います。⑵ 当社らは電話、郵送、ファクシミ
リその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この
場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知し
た翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。⑶ 申込書
等にお客さまのローマ字氏名を記入する際は、ご旅行に使用する旅券に記載されてい
るとおりにご記入ください。お客さまの氏名が誤って記入された場合は、お客さまの
交替の場合に準じて、交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、
氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所
定の取消料をいただきます。
■旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものと
します。
■旅行代金のお支払い
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降21日目に当たる
日（以下「基準日」という）より前にお支払いいただきます。

■お客さまによる旅行契約の解除・払戻し（旅行開始前）
お客さまは、パンフレットに定める取消料を支払って旅行契約を解除する
ことができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客さまが当社らのそれ
ぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準
とします。
<表>取消料
旅行契約の解除期日
取消料(おひとり)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、40日目以降
31日目にあたる日まで
ピーク時に旅行を開始する場合
：旅行代金の10％(5万円を上限)
ピーク時以外に旅行を開始する場合：無料
旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって、30日目にあたる日以降15日目にあたる日まで
旅行代金が50万円以上：10万円
旅行代金が30～50万円未満：5万円
旅行代金が15～30万円未満：3万円
旅行代金が10～15万円未満：2万円
旅行代金が10万円未満：旅行代金の20％
旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって、14日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行代金の20％
旅行開始日の前々日・前日及び当日：旅行代金の50％
無連絡不参加及び旅行開始後：旅行代金の100％
※ピーク期とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及
び7月20日から8月31日までをいいます。

■当社の解除権 旅行開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
⑴お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目（パンフレットに定
める取消料の中で規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目）に当
たる日より前に、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。⑵天災地変、戦乱、暴
動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与
し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安
全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
一例/日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討してください」以上
の危険情報が出されたとき。
■お客さまに対する責任
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令
その他（伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不
通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等）の当
社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときはその損害を
賠償する責任を負うものではありません。
■特別保証
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命
又は手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業約款特別保証規定により、死亡
補償金、入院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。
■ご旅行条件・代金の基準
この旅行条件は2026年2月1日を基準としています。また旅行代金は2026年2月1
日現在有効なものとして示されている航空運賃・適用規則又は2026年2月1日現在認
可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。


